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枝野経済産業大臣と流通業界との懇談会開催 
 

－１０月７日－ 

 １０月７日（金）ザ・キャピタルホテル東急において枝野経

済産業大臣と流通業界との懇談会が開催され、小売業の８団

体と消費財の卸売業団体を代表して弊協会の國分勘兵衛会長

（国分（株））が懇談会に出席し、現状の流通の課題について

意見を述べた。 

懇談会は、日本チェーンストア協会の井上 淳専務理事の

進行で各出席者の紹介で始まり、ついで枝野経済産業大臣以

下経済産業省側のご挨拶があった。 

枝野大臣は「東日本大震災の復旧・復興に対し御礼を申し

上げる。内需拡大をベースとして日本経済の再建策を最優先

策として取り組む。その中で鍵を握るのは消費者と直接接し

ていて雇用も多く抱えている流通業界と考える。海外市場に

おいては日本のブランドの評価も高いものがあるので、今ま

でのような大量生産型の製品ではなく木目細かく販売してい

くことが重要。本日は今後の日本の経済産業政策に活かして参るので忌憚のないご意見を願い

たい」と述べられた。 

その後、各流通業界代表者から最近の情勢や行政に対する意見、要望が述べられた。 

共通する課題としては、①東日本大震災への対応として生活者の日常を支える小売業の重要

性とサプライチェーンの協働の重要性を再認識 ②デフレ経済・閉塞感が漂う中で消費税率引

き上げ・復興税という増税や電力料金値上げなど家計・企業への負担増議論が先行している現

状は日本経済を更なる不況に誘うものと憂慮 ③厚生年金及び健康保険のパート労働者への適

用拡大議論には反対などであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業活動 
 

現状の課題について 

意見を述べる國分会長 

経済産業大臣との懇談会会場 
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國分会長からは「卸売業が果たしている役割をご理解いただけないところが多いが、日本の

流通は卸売業によってローコストで全体最適な流通が実現できていることをご理解いただきた

い」と前置きした上で「物流総合効率化法に関して、加工食品の安定供給の確保と価格の安定

のためには物流体制の整備は不可欠であり、食料供給コストの縮減化といった政策課題に合致

した物流施設の整備は物流業者のみが担っているものではなく、食品流通を担う製・配・販３

層と物流業者が必要に応じて開発投資をおこなっているものとご認識いただき、こうした実情

に即した法律の整備が必要である。加工食品卸売業者の物流拠点施設についても物流業者同様

に法人税・固定資産税の特例措置が受けられるようお願いする」と述べた。 

これら流通業界の発言に対して経済産業省側として枝野大臣が総括してコメントし、最後に

風評被害に触れ、「福島県の産品についていろんな販売の場面の創出にご協力願いたい」と述

べられ閉会した。 

【経済産業省出席者】 

経済産業大臣 枝野 幸男 経済産業省 事務次官 安達 健祐 
経済産業副大臣 牧野 聖修   〃   官房長 立岡 恒良 
経済産業大臣政務官 柳澤 光美   〃   官房総務課長 田中 繁広 
経済産業大臣政務官 北神 圭朗   〃   経済産業政策局長 石黒 憲彦 
    〃   中小企業庁長官 鈴木 正徳 
    〃   商務流通審議官 豊永 厚志 
    〃   商務流通担当審議官 羽尾 一郎 
    〃   商務流通担当参事官 小山  智 
    〃   流通政策課長 佐合 達矢 

 （１３名） 

【流通業界出席者】 

日本チェーンストア協会会長 
新日本スーパーマーケット協会名誉会長 
日本スーパーマーケット協会名誉会長 
 （株）ライフコーポレーション代表取締役会長兼ＣＥＯ 

清水 信次 

日本チェーンストア協会副会長 
 （株）イトーヨーカ堂代表取締役社長最高執行責任者 

亀井  淳 

日本百貨店協会副会長 
Ｊ．フロントリティリング（株）代表取締役会長兼ＣＥＯ 

奥田  務 

日本百貨店協会副会長 
 （株）三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長 

石塚 邦雄 

新日本スーパーマーケット協会副会長 
 （株）紀ノ国屋ファウンダー 

増井徳太郎 

日本ボランタリーチェーン協会名誉会長 
全日食チェーン商業協同組合連合会代表理事会長 

田中  彰 

日本フランチャイズチェーン協会会長 
 （株）モスフードサービス代表取締役社長 

櫻田  厚 

日本フランチャイズチェーン協会常任理事 
 （株）セブンーイレブンジャパン代表取締役社長ＣＯＯ  

井阪 隆一 

日本ショッピングセンター協会会長 
東京急行電鉄（株）代表取締役会長 

越村 敏昭 

日本加工食品卸協会会長 
国分（株）代表取締役会長兼社長 

國分勘兵衛 

日本チェーンドラッグストア協会副会長 
 （株）小田薬局代表取締役社長  

小田 兵馬 

日本スーパーマーケット協会副会長 
 （株）エコス 代表取締役会長      

平  富郎 

 （１２名） 
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 GTINを活用した企業間データ交換(GTIN-EDI)のより一層の 
普及を推進するべく、３種類のガイドラインがいよいよ完成 

 

－酒類・加工食品業界標準化推進会議－ 

Ⅰ．はじめに 

この度、酒類・加工食品業界標準化推進会議（※１）（事務局＝株式会社ファイネット、以下、

推進部会と略す）は、（財）流通システム開発センターが推進している国際標準の商品コー

ドであるＧＴＩＮ(Global Trade Item Number)を活用したＥＤＩ(Electric Data Interchange)の

普及をより一層推進するために、「酒類・加工食品業界ＧＴＩＮ－ＥＤＩの普及に向けて」、「酒

類・加工食品業界ＧＴＩＮ－ＥＤＩ導入ガイドライン」、及び「酒類・加工食品業界におけるＧＴ

ＩＮを利用したＥＤＩ運用ガイドライン第２版」の３種類のガイドラインを８月１０日に公開（※

２）した。 

今後、このガイドラインを広く伝えることで、ＧＴＩＮを商品識別子として企業間データ連

携を行うメリット、ＧＴＩＮ－ＥＤＩを始めるための準備（社内外への説明、導入手順）や運用

する際の作業方法、手順などの周知を行い、業界全体への幅広い普及を目指す。 

本稿では、日本におけるＧＴＩＮ登場の背景、導入に伴う対応や、酒類・加工食品業界にお

けるＧＴＩＮ－ＥＤＩ普及に向けた取り組み経緯に関して振り返るとともに、上記ガイドライン

の概要についてご紹介させて頂きたい。 

 

（※１）推進部会 

・酒類・加工食品業界のメーカー／卸間のデータ交換の標準化推進を目的に２００３年に発足

した会議体２０１１年９月末現在のメンバー企業はメーカー２０社、卸９社の合計２９社メン

バー企業（五十音別） 

【メーカー】 

アサヒビール株式会社、味の素株式会社、カゴメ株式会社、カルピス株式会社、キッコー

マン株式会社、キユーピー株式会社、麒麟麦酒株式会社、月桂冠株式会社、サントリービ

ジネスエキスパート株式会社、宝酒造株式会社、テーブルマーク株式会社、株式会社ニチ

レイフーズ、日清オイリオグループ株式会社、日清食品株式会社、日清フーズ株式会社、

日本水産株式会社、ハウス食品株式会社、株式会社マルハニチロ食品、株式会社みつかん、

雪印メグミルク株式会社 

【卸】 

伊藤忠食品株式会社、加藤産業株式会社、国分株式会社、株式会社トーカン、株式会社日

本アクセス、日本酒類販売株式会社、三井食品株式会社、三菱食品株式会社、明治屋商事

株式会社 

 

（※２）ガイドラインの入手方法 

・以下のホームページにアクセスし、ダウンロードの上ご活用下さい 

 株式会社 ファイネット ＵRL:http://www.finet.co.jp/ 

 社団法人 日本加工食品卸協会 URL:http://homepage3.nifty.com/nsk-nhk/ 

http://www.finet.co.jp/
http://homepage3.nifty.com/nsk-nhk/
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Ⅱ．ＧＴＩＮコード登場の背景、及び導入に伴う対応 

１．背景とＧＴＩＮコードの登場 

従来、商品を識別するコードとして、米国を中心にＵＰＣコード（１２桁）が、欧州では

ＥＡＮコード（１３桁）、日本国内ではＥＡＮと同体系のＪＡＮコードが普及していたが、国を

またがる企業間データ交換や物流の増加により、国際標準となる商品識別コードの必要性

が高まってきた。 

また、日本国内では企業間データ交換においては、荷姿違いの商品を区別するために、

各社が独自に付番する各種プライベートコードを使用することが多く、各社は取引先ごと

の個別対応（変換作業）に多大なコストを強いられていた。 

このような背景のもと、２００５年に、ＵＰＣコード（１２桁）、ＥＡＮコード（１３桁）、ＪＡＮ

コード（１３桁）を包括し、かつ同一商品でも、単品（個装）、ボール（中装）、ケース（外

装）、梱（バンド掛け・半裁品）など異なる荷姿を個別に識別できるよう、ＧＴＩＮ（Ｇｌｏｂａｌ 

Ｔｒａｄｅ Ｉｔｅｍ Ｎｕｍｂｅｒ）コードが、国際標準に準拠する商品コード体系として規定された。 

企業間データ交換において、国際的に標準化、統一化されたＧＴＩＮコードを使用するこ

とにより、個別の各種プライベートコードなどからの変換作業が不要になり、データの精

度向上、及び業務コストの削減が可能になる。 

こうした国際的な流れを受け、日本においても（財）流通システム開発センターが２００３

年からＰＲを開始しはじめるなど、本格的な導入、普及活動が開始された。 

２．日本におけるＧＴＩＮコード導入に伴う対応 

(1) ＩＴＦコード１４桁化への切替 

２００５年１月から、国際標準の商品コードを包括的にＧＴＩＮコードとする規定が策定

されたことに伴い、国際標準でないＩＴＦ-１６（１６桁）は国際標準の下では使用できなくな

る。日本においても、国際標準に対応するべく、集合包装品商品コードを１６桁から１４

桁に切り替える事が必要になり、２０１０年３月を期限として移行を行うことになった。 

(2) 集合包装用商品コードにおける不一致型ＪＡＮの容認 

集合包装品商品コードは、国際的には、単品コードと集合包装の関係により、２種

類のコード体系が存在している。日本においては、現在行われている多種多様な荷姿

でのデータ交換に対応するために、国際標準で認められている不一致型ＪＡＮを容認す

ることになり、２００７年３月から運用が開始された。 

① 一致型ＪＡＮ……集合包装の内容物である単品コードのアイテムコードを使用して

いる 

② 不一致型ＪＡＮ（※）……集合包装の内容物である単品コードのアイテムコードを使

用しない 

（※）物流の荷姿を表すＧＴＩＮコードの先頭の物流識別コード（インジケータ）の１～８

を使い切ってしまい、物流シンボルとして新たな荷姿が必要になった場合などが相

当する。 

(3) アロケーションルールの見直し 

国際標準では、ＧＴＩＮコードの推進とともに商品アイテムコードの設定基準（アロケ

ーションルール）を整備している。日本においても、（財）流通システム開発センター

が中心となり、日本の消費財流通の実態や商慣行、既に適応されているＪＡＮコードの
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付番ルールとの整合性を考慮した上で、新たにＧＴＩＮアロケーションルールのガイドラ

インを策定、２００７年３月から運用が開始された。 

 

Ⅲ．酒類・加工食品業界標準化推進会議での取り組み状況 

２００３年、酒類・加工食品業界のメーカー／卸間のデータ交換の標準化推進を目的に、メー

カー及び卸３４社をメンバー企業として推進部会が発足した。 

その中で、ＧＴＩＮコード導入を普及・推進していくための検討の場の必要性から、企業識

別コード分科会、商品マスタ同期化分科会などとともに、推進部会配下の会議体として商品

識別コード分科会が設立されている。 

以下、商品識別コード分科会の活動を、黎明期、準備期、普及期の３つに分けて説明する。 

１．黎明期－２００３年１０月～２００５年５月（日本（酒類・加工食品業界）におけるＧＴＩＮコー

ド導入に向けた検討） 

商品識別コードについては、すでに国際ルールで２００５年１月から１４桁のＧＴＩＮコードを

利用して企業間データ交換を実施することが決まっており、日本の商習慣などを踏まえて

酒類・加工食品業界での対策を講じる必要があった。この間、推進部会及び商品識別コー

ド分科会では、参加企業の実態を踏まえ、(1)日本における不一致型ＪＡＮの容認、(2)アロケ

ーションルールの見直し、(3)適応期日の見直しの３つを、（財）流通システム開発センター

に提言を行い、結果、日本におけるＧＴＩＮコード導入の指針に盛り込まれることになった。 

(1) 日本における不一致型ＪＡＮの容認 

１６桁のＩＴＦコードを１４桁に移行する場合、同一単品ＪＡＮの荷姿が８種類であれば容

易に移行が可能であるが、酒類・加工食品業界における各社の現状を考慮した場合、

それ以上の多種多様な荷姿でデータ交換を行っている企業も少なからず存在している

事が明らかになった。 

このような状況の下、同一商品で多くの荷姿を有している実態に対応するために、

本来の国際標準（ＧＴＩＮ）の考え方に照らし合わせ、一致型ＪＡＮ、不一致型ＪＡＮの双方

を日本においても容認してもらうことを提言した 

(2) アロケーションルールの見直し 

ＧＴＩＮコードの付番ルールは、加工食品・日雑を中心に記述されてこと、欧米とは異

なり日本ではキャンペーンや販促が多く、その場合、多くはＪＡＮコードを区別しない

業務運用であるなど、日本（酒類・加工食品業界）におけるアロケーションルールは、

かなり複雑であり、これまでのアロケーションルールでは必ずしも効率的に対応でき

ないということが明らかになった。 

このような状況の下、コード付番を、ＧＴＩＮコードルールに準拠しつつも、より業務

の実態に近い形で対応するためのアローケーションルールの考え方について提言し

た。 

(3) 適応期日の見直し 

国際的にＧＴＩＮの概念が適応される２００５年１月からの利用開始は、日本（酒類・加

工食品業界）においては、困難であり、短い期間での対応は、現場作業の支障へ繋が

ることが想定された。このため、適応期限の延長（２００７年３月開始、２０１０年３月完

了目標）を提言し、現実的な対応を求めた。 
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２．準備期－２００５年６月～２００９年６月（２０１０年３月期限に向けた各社システム整備、普

及推進の検討） 

適応期限の延長に伴い、推進部会企業３４社としてのＧＴＩＮコードによるＥＤＩ実施までの

ロードマップ作成や、推進上の課題、対応策についての検討を行なうとともに、大手小売

業および推進会議に参加していない企業への理解を促進するための広報・普及活動に関す

る検討を行った。 

２００９年初頭の推進部会では、参加企業の成果として、ＩＴＦ１４桁化については、定番商品、

業務用商品の一部で未対応があるものの、１４桁による出荷はほぼ想定どおり行われている

事、不一致型ＪＡＮの出荷案内では対応する企業が拡大しており、また流通からの受入拒否

の反応は無い事、ＧＴＩＮ－ＥＤＩの実施については、２００９年初頭の本番を目標に具体例が出

てきている事の報告があった。 

また、同様に広報・普及活動の成果として、推進部会企業以外の大手酒類、食品メーカ

ーについても、ＩＴＦ１４桁化についての理解や進捗状況が概ね想定どおりであった事、具体

的な事例が出てきている事の報告があった。 

(1) 推進部会企業３４社の普及活動 

ＩＴＦ１４桁化の実施状況の可視化・・・新商品、リニューアル品、業務用商品に大別

して各社の進捗状況と推進上の課題を議論し、対応策の検討を行った。 

不一致型ＪＡＮの出荷案内の実施状況の可視化・・・出荷状況、流通（卸、小売）か

らの要望状況などを各社から報告し、対応策の検討を行った。 

ＧＴＩＮ－ＥＤＩの実施状況の可視化・・・各社のＧＴＩＮコードによるデータ交換の進捗

状況（取引先と商談中、テスト中など）と推進上の課題を議論し、対応策の検討を行

った。 

(2) 広報・普及活動 

ＩＴＦ１４桁化・・・推進部会企業以外の食品大手メーカー（１２社）、大手酒類メーカ

ー（１１社）に対して、個別訪問を行い、必要性や実現方法などに関する説明を行った。 

不一致型ＪＡＮ出荷案内・・・大手飲料メーカーに対して、不一致型商品出荷時の課

題、対応策などについて２００８年８月より定期的な情報交換（０８年８月より）を開始し

た。 

３．普及期－２００９年７月～（ＧＴＩＮ－ＥＤＩ普及に向けたガイドラインの検討） 

多くの企業でＩＴＦ１４桁化、不一致型ＪＡＮの出荷案内が整備されるに伴い、各企業の課題

は、ＧＴＩＮコードを使用したデータ交換に関するものが多くなってきた。具体的には、ま

ず最初に、ＧＴＩＮコードとは何か、メリットは何か、社内外へどのように説明したらいい

のかなど、社内外への説明・調整が困難であるという事であった。次に、社内外への説明

が完了した後に、実作業としてのマスタ整備などの方法や手順、運用方法が分からないと

いう課題があげられた。 

こうした現状を踏まえ、推進部会では、これまで先行して取り組んできた企業のノウハ

ウをもとにしたガイドラインを策定する必要があると判断、約１年半の歳月を費やして、

上記に関する３種ガイドラインを策定した。 
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Ⅳ．ガイドラインの概要 

１．酒類・加工食品業界ＧＴＩＮ－ＥＤＩの普及に向けて 

企業がＧＴＩＮコードを活用した企業間データ交換を行う場合、まず最初に課題となるの

が、社内への理解、あるいは相対である取引先への理解の周知や説明である。ＧＴＩＮコー

ドの理解不足、ＧＴＩＮコードを活用することでのメリットが正しく伝わらないことで、

ＧＴＩＮ－ＥＤＩが実現しない場合は少なくない。 

また、実際に企業がＧＴＩＮ－ＥＤＩを始めるきっかけとなるのは、他企業のシステム整備

状況、導入事例など、他の先進企業の動向をもとに判断するといったケースも目立つ。 

こうした状況の中、本ガイドラインでは、ＧＴＩＮを始めるにあたり、ＧＴＩＮコードの正し

い理解、ＧＴＩＮ－ＥＤＩのメリット、及び他企業の導入事例などを記載し、各企業が社内外の

関係者に向けて伝えるべき内容を記している。 

(1) ＧＴＩＮとは 

本節では、ＧＴＩＮコードの正しい理解を促すため、ＧＴＩＮコード登場の背景やＧＴＩＮ

コードの位置づけを説明するとともに、情報システム部門、物流部門、営業部門など、

実際にＧＴＩＮコードを活用した業務を行うと想定される部門に対して、企業間データ交

換におけるＧＴＩＮコード、ＪＡＮコード、及びＩＴＦコードの関係・相違などを解説してい

る。 

① ＧＴＩＮコード 

ＧＴＩＮコードとは１４桁からなる国際標準の共通商品コードであり、１つのＧＴＩＮコ

ードは、「ある商品」の「ある荷姿（＝単品（個装）またはボール（中装）またはケ

ース（外装）または梱（バンド掛け・半裁品））」を一意で示す。 

以下、取引パートナー相互間の協働７ステップモデルにおいて、ＧＴＩＮコードは、

「取引の協働管理」であるＥＤＩを実現するための、「データの共通基盤生成」、「商

品登録の一元化」のローカルではない、共通言語としての機能を果たしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ＧＴＩＮコード、ＪＡＮコード、及びＩＴＦコードの関係・相違 

各階層のＧＴＩＮコードは、個装入数の情報を内包しているため、ＧＴＩＮコー

ドによる企業間データ交換ではその都度ごとに個装数量や商品の入り数を示す必要

がなくなる。 
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（例） 

 階層 個装入数 GTIN 従来からの呼び方では… 

1 単品個装 1 049mmmmmabcdex JAN コード（GTIN から先頭の 0 を外した 13 桁） 

2 ボール中装 20 249mmmmmabcdey ボールの ITF コード（14 桁） 

3 ケース外装 80 149mmmmmabcdez ケースの ITF コード（14 桁）＝通常「ITF」と呼称されるコード 

「商品Ｂを２ケース（２メーカー出荷単位）発注」を、ＪＡＮコード、ＩＴＦコードを使うと以下のように商品入数が必要  

―「ＩＴＦが１４９ｍｍｍｍｍａｂｃｄｅｚの商品を８０入で２ケース」 

―「ＪＡＮが０４９ｍｍｍｍｍａｂｃｄｅｘの商品を８０入で２ケース」 

 一方、ＧＴＩＮコードで表現する場合は、いずれも商品入数を示す事が不要となる 

―「１４９ｍｍｍｍｍａｂｃｄｅｚを２つ」 

―「０４９ｍｍｍｍｍａｂｃｄｅｘを１６０個」 

―「２４９ｍｍｍｍｍａｂｃｄｅｙを８つ」 
 

(2) ＧＴＩＮでＥＤＩを行う 

本節では、ＧＴＩＮコード活用による短期的な業務コスト削減のメリット、ＧＤＳ導入

なども合わせた中長期的なメリットなどについて解説している。 

① 業務コスト削減の短期的なメリット 

製・配・販三層における受発注、出荷案内、販売実績等の各データ種でやりとり

される商品コードの多くは、双方のプライベート商品コードやＪＡＮコードが利用され

ている。各社はその現状を容認した上で自社システムに自社コードに変換するため

の仕組みを組み込んでいる。 

この変換の為のシステム作りに加え、変換作業ミスによる取引先、最終消費者へ

の影響、さらには取引先毎に変換作業を継続的に作業するコストは少なくない。 

製・配・販三層の商品コードのデータ交換において、ＧＴＩＮコードを導入すること

で、このような変換ミスや変換、作業コストの低減が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうしたデータ変換作業について、メーカー１社あたり３０品を発売出荷する、変

換マスタへの登録・確認作業への時間を２分、人件費を時給１０００円など、いくつか

の前提条件を踏まえて試算した結果、卸は１社あたり年間７０万円（対小売５０万円、

対メーカ２０万円）、メーカーは年間１０万円（対卸のみ）の相当程度が少なくとも削

減できるという結果になった。 

変

換 

小売 卸 メーカー 

ＧＴＩＮ ＧＴＩＮ 

入数情報も認識出来るコードの伝達 

導入後 

変

換 

変

換 
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(2) 中長期的なメリット 

消費財流通の商品マスタ登録業務は、各企業個別の商品登録様式への転記や再入力

の繰返しであり、各層で業務負荷が増大している。 

このような現状に対し、製配販での商品マスタの同期化（ＧＤＳ）の普及によって、

標準化・電子化・自動化・協働化を図り、サプライチェーンの全体最適化に向かうこ

とが求められている。現在はその道程の途上にあると言え、ファイネット社ＦＤＢやジ

ャパンインフォレックス社Ｉｎｆｏｒｅｘデータプール等について、卸、メーカー間での連携

利用を推進し各社活用頻度を高めつつある。 

これからも引き続き、全体最適化と各層での業務負荷の最小化を目指して、ＧＴＩＮに

よるＥＤＩと、それを基盤とするＧＤＳの普及をさらに推進していくことが、業界全体で

の大きなメリットを生み出すと考えられる。 
 

立場 中長期的（ＧＤＳの普及） 

小売業 ・商品マスタ同期化（ＧＤＳ）が普及した場合、商品情報の取得がよりスピ

ーディー且つ正確になる 

卸売業 ・対小売業との受発注で、流通ＢＭＳ（ＧＴＩＮ使用を前提としたＥＤＩフォー

マット）が普及した場合、対小売業ＥＤＩ処理コストが削減される 

・商品マスタ同期化（ＧＤＳ）の導入により、小売業に対する商品情報案内

の個別対応が削減される 

メーカー ・商品マスタ同期化（ＧＤＳ）の導入により、商品情報案内の個別対応が削

減される 
 

(3) ＧＴＩＮ－ＥＤＩの普及に向けて 

本節では、推進部会参加企業におけるシステム整備状況、及びＧＴＩＮ－ＥＤＩの導入状

況について解説している。 

① システム整備状況 

２０１０年３月期限であったＩＴＦ－１４桁化に伴い、推進部会参加企業（２９社）の多く

の企業で、ＧＴＩＮ－ＥＤＩに対応したシステム整備が完了済みとなっている。 

また、一方、まだシステム整備が完了となっていない企業でも今後のシステム再

構築に合わせ、ＧＴＩＮ対応のシステム整備を検討している企業が多く、確実に裾野は

広がっていると考えられる。 
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●推進部会企業におけるＧＴＩＮシステム整備状況（２０１１年８月２６日現在） 

メーカー ２０社    （○：システムＧＴＩＮ対応済み 着手可能  ×：未着手） 

 

卸 ９社 

 

② ＧＴＩＮ－ＥＤＩ取り組み状況 

システム整備の完了とともに、味の素株式会社、サントリービジネスエキスパー

ト株式会社、月桂冠株式会社、日清オイリオグループ株式会社、加藤産業株式会社、

株式会社トーカン、三菱食品株式会社など先進企業同士のＧＴＩＮ－ＥＤＩの導入事例が
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加速している。 

また、現在、ＧＴＩＮ－ＥＤＩの本番運用には至っていないがが、計画中、あるいはテ

スト中の企業も多く、今後、酒類・加工食品業界でのＧＴＩＮ－ＥＤＩの普及率はますま

す拡大していくものと思われる。 

２．酒類・加工食品業界ＧＴＩＮ－ＥＤＩ導入ガイドライン 

企業が社内外への理解、調整を経て、ＧＴＩＮコードを活用した企業間データ交換を行う

場合、次に課題となるのがメーカー及び卸が行うべきマスタ整備などの準備作業である。

商品マスタ整備の不備や、ＧＴＩＮコードの付番されていない商品、ＧＴＩＮコードだけで商品

を識別できない場合の取り決めを事前に行っていなかったため、運用テスト段階で手戻り

が多く発生するとったケースも少なからず存在している。 

また、実際の運用テスト段階で、どのようにデータを受け渡すのか、チェック項目、チ

ェック項目が分からないといった問い合わせも多く寄せられている。 

こうした状況の中、本ガイドラインでは、社団法人日本加工食品卸協会（日食協）の制

定した「酒類食品業界卸店メーカー企業間標準システム」のデータフォーマットを使用し、

商品マスタ整備、ＧＴＩＮコード付番のない商品などの例外事項の取り決め、運用テストの

実施方法などについて、各企業がＧＴＩＮ－ＥＤＩを導入する段階に準備するべき内容を記し

ている。 

(1) 商品マスタのＧＴＩＮ情報整備 

ＧＴＩＮ－ＥＤＩの整備に際し、メーカー、卸がまず行うべきことは商品マスタのＧＴＩＮ

情報の整備である。ＧＴＩＮコードが意味する商品、荷姿の認識を、取引商品に関して双

方で合意し、双方の商品に格納されているＧＴＩＮ情報の同期をとる必要がある。 

本節では、ＧＴＩＮ情報を各企業の商品マスタに正しく整備するため、メーカー、卸間

での運用業務フローや入力するべき項目を説明するとともに、具体的な確認するべき

ポイントを解説している。 

なお、本手順では、メーカーが既に整備している商品マスタ上のＧＴＩＮ情報を、卸の

商品マスタに格納するために、卸からまず最初にメーカーへ商品マスタ情報を提示し

てもらう方法として紹介している。 

① 卸からメーカーへの商品マスタ提示 

卸は以下のようなフォーマットで、終売商品やＧＴＩＮ情報のない商品を含め、卸側

の商品マスタに存在する全ての商品をメーカーに提示する。 

卸は卸店商品情報、ＪＡＮコード以外の項目についても、メーカーが商品を特定する

ために有益と思われる項目については、事前に可能な限り設定する。 
 

卸店商品情報 分類等 単品ＧＴＩＮ ﾎﾞｰﾙ･ﾊﾟｯｸ GTIN ケースＧＴＩＮ 梱ＧＴＩＮ 

プライベート 

商品コード 
商品名 容量 発注単位 JAN ｺｰﾄﾞ SDP ｺｰﾄﾞ 終売日 

総バラ 

入数 
ＧＴＩＮ 

総バラ 

入数 
ＧＴＩＮ 

総バラ 

入数 
ＧＴＩＮ 

 

② メーカーでのＧＴＩＮ情報付加 

メーカーは、卸から受領したフォーマットに、メーカー商品情報とＧＴＩＮ情報を付

加し、卸へ返信する。 

同一ＪＡＮコードに対して、卸店の商品コードが複数ある場合、通常分、販促分など

の切り分けを、卸の商品名、ケースＧＴＩＮなどから識別する。 
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卸店商品情報 メーカー商品情報 分類等 単品ＧＴＩＮ ﾎﾞｰﾙ･ﾊﾟｯｸ GTIN ケースＧＴＩＮ 梱ＧＴＩＮ 

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ 

商品ｺｰﾄﾞ 
商品名 容量 

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ 

商品ｺｰﾄﾞ 
商品名 

容

量 

発注 

単位 
JAN ｺｰﾄﾞ SDP ｺｰﾄﾞ 終売日 

総ﾊﾞﾗ 

入数 
GTIN 

総ﾊﾞﾗ 

入数 
GTIN 

総ﾊﾞﾗ 

入数 
GTIN 

 

③ 卸でのＧＴＩＮ情報確認 

卸はメーカーから返信された情報について、終売情報の確認、意味付け変更商品

（荷合わせ品の場合、ＩＴＦ及びケースＪＡＮはケース単箱の荷姿・入数に対応するＧＴＩＮ

となる）の確認、複数商品コード（ＪＡＮは同じにも関わらずＳＫＵの考え方違いによ

りコードを分けている場合）の確認などを行う。 

（複数商品コードの例） 

・メーカー… 販促商品、リニューアル商品について、ＪＡＮコードを通常商品と変え

ないが、ＩＴＦのみ変更するケースが存在するなど 

・卸………… デザイン缶、記念ラベル缶について、ＪＡＮコード、ＩＴＦコードが同じ

であっても小売業からは別商品として発注がある場合があるため、卸

は複数の商品コードを設定するなど 
 

④ 卸でのＧＴＩＮ情報格納 

卸は確認が完了したＧＴＩＮ情報について、４階層全てにＧＴＩＮが記載されている場

合、梱階層の荷姿がない場合、ボール階層などの荷姿がない場合などのパターンに

応じて、自社のマスタへ取り込みを行う。 

(2) 例外事項に関する対応方法の取り決め 

メーカー、卸は、ＧＴＩＮを商品識別コードとしたデータ交換の運用テストを始める前

に、ＧＴＩＮの付番されていない商品、ＧＴＩＮだけで商品を識別できない場合の取り決め

など例外事項に対する双方の対応を事前に協議し、合意しておく必要がある。 

本節では、３つの代表的な例外事項に対して、具体的な確認するべきポイントを解

説している。 

① ＧＴＩＮが付番されていない商品の場合 

４階層（単品（個装）、またはボール（中装）、またはケース（外装）、または

梱（バンド掛け・半裁品））いずれのＧＴＩＮコードも設定されていない場合、データ

交換に使用する商品コードとして何を使用するのか、入数、ケース数、個数、生販

単価には何を設定するのかを確認する。 

また、商品コードがＧＴＩＮの明細行レコードとプライベート商品コードの明細行レ

コードがある場合、明細行レコードを続けて格納して良いか、伝票ヘッダーレコー

ドまたはファイルヘッダーレコードを変える必要があるか、送信ファイル自体を別

にする必要があるのか等、運用上の取り決めルールを確認する。 

② ＧＴＩＮだけで商品を識別できない場合 

販促商品と通常商品がＧＴＩＮコードで識別できない、あるいはデザイン缶・記念ラ

ベルと通常商品がＧＴＩＮコードで識別できないなど、運用上、ＧＴＩＮコードだけで商

品を識別できないケースが発生する。 

こういったケースについて、ＥＤＩでの受発注対象外にする、ＥＤＩで受発注を行うが

ＦＡＸなどでフォローする、あるいは事前の取り決めでどの商品を出荷するか等、運
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用上の取り決めルールを確認する。 

③ 受発注時のＧＴＩＮと出荷案内のＧＴＩＮが異なる場合 

荷合わせ品、販促商品などの場合、送り状表記と出荷案内データのＧＴＩＮコードが

異なるケースが存在する。 

こういったケースについて、受発注データ、及び出荷案内データの各項目をどの

ように設定するのか等、運用上の取り決めルールを確認し、入荷検品、直送計上、

買掛照合などの業務に支障をきたさないような準備が必要となる。 

 
 

Ａ．荷合せ品 

メーカーのシステムにもよりますが、卸店が受発注データにケースＧＴＩＮを設定した

ものが、荷合せ品のために梱ＧＴＩＮ表記の送り状で納品される、或いは梱ＧＴＩＮ設定

の出荷案内データが返信されるということが起こりえます。 

卸店のシステムが梱ＧＴＩＮを保有できない仕組みになっている、或いは梱ＧＴＩＮの登

録漏れがあったようなケースで発生します。 
 

卸店・発注データ設定 （ １）  メーカー・送り状表記・出荷案内データ設定 

商品コード（ケースＧＴＩＮ） ３４・・・・３  商品コード（梱ＧＴＩＮ） ４４９・・・・・・・４ 

ケース・入数 ２４  梱・入数 ４８ 

ケース・数量 ２  梱・数量 １ 

（総バラ数） ４８  （総バラ数） ４８ 

（ケース単価） ２，４００  梱・生販単価 ４，８００ 

（＊１） 卸店の入荷予定データも同様に作成される前提。 

Ｂ．販促商品 

卸店では販促商品について、通常商品と別商品コードを付番しない場合があります。 

但しこの場合においても、メーカーと卸店との合意で販促期間中は通常商品を発注

しても、無条件に販促商品を出荷することで両社が合意していることがあります。 

こうした場合には、卸店が受発注データに通常商品のＧＴＩＮを設定しても、販促商品

のＧＴＩＮ表記の送り状で納品される、或いは販促商品のＧＴＩＮが設定された出荷案内デ

ータが返信されるということが起こりえます。 

逆に、卸店が受発注データに販促商品のＧＴＩＮを設定しても、販促期間が終了してい

た場合には、通常商品のＧＴＩＮ表記の送り状で納品される、或いは通常商品のＧＴＩＮが

設定された出荷案内データが返信されるということも起こりえます。 
 

卸店・発注データ設定 （＊１）  メーカー・送り状表記・出荷案内データ設定 

商 コード（通常ＧＴＩＮ） ３４９・・・・・・・３  商品コード（販促ＧＴＩＮ） ５４９・・・・・・・５ 

ケース・入数 ２４  ケース・入数 ２４ 

ケース・数量 １  ケース・数量 １ 

（総バラ数） ２４  （総バラ数） ２４ 

（ケース単価） ２，４００  ケース・生販単価 ２，４００ 
 

また、メーカーには既にリニューアル済で新商品の在庫しかないにも拘らず、卸店

が誤って従来品のＧＴＩＮで発注したような場合にも、同様の現象が発生します。 
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(3) 運用テストの実施 

本節では、運用テストを実施する段階において、テスト方法、チェック方法などに

関する確認するべきポイントを解説している。 

① 対象データ種・フォーマットバージョン・使用ＧＴＩＮ階層の確認 

Ａ．対象データ種・フォーマットバージョンの確認 

日食協の「酒類食品業界卸店メーカー企業間標準システム」のデータフォーマット

を利用します。 

データ種 種別名称 提供企業 利用企業 フォーマットバージョン 

０１ 受発注 卸店 メーカー ２、３ 

０４ 出荷案内 メーカー 卸店 ２、３ 

０８ 販売実績報告明細型 卸店 メーカー １、２、３ 

０９ 販売実績報告集約型 卸店 メーカー １、２、３ 

１６ 販売促進金請求 卸店 メーカー １ 

１７ 販売促進金支払 メーカー 卸店 １ 

 

日食協フォーマットでＧＴＩＮを利用する場合は、受発注フォーマットバージョン１

及び出荷案内フォーマットバージョン１は、商品コード欄が１３桁であり、１４桁のＧＴＩ

Ｎをセットできないため、利用できません。 

ＧＴＩＮを利用する場合は、フォーマットバージョンのバージョンアップが必要です。 

Ｂ．使用ＧＴＩＮ階層の確認 

『１．商品マスターのＧＴＩＮ情報整備』に基づき、メーカー・卸店間で取り決めた

階層でデータ交換を実施します。 

ＧＴＩＮを利用してＥＤＩを実施する場合でも、「単位」欄・「入数」欄については、従

来通りフォーマット上は必須項目となっていますので、ＧＴＩＮの階層に問題がないか

どうかを確認するのに有効です。 
 

② テスト環境・テストデータ受渡し方法の確認 

本番データとテストデータを区別して管理するために、テスト用のセンターコー

ドの利用、送受信する時間帯の事前取り決め、テスト用のデータ種追加などの選択

が可能である。 

③チェック項目 

卸からメーカーへのテストデータ送信（受発注、販売実績、販促金請求）の際に、

受信側でコード変換後に事前に合意している商品マスタの整備情報に合致している

か確認を行う。この場合、既に別の商品コードでデータ交換を行っている場合と、

新規にＧＴＩＮコードでデータ交換を行う場合の２つのパターンが存在する。 

また、メーカーから卸へのテストデータ送信（出荷案内、販促金支払い）の際に

は、受信側でコード変換後に事前に合意している商品マスタの整備情報に合致して

いるか確認を行う。この場合も上記同様に２つのパターンが存在する。留意事項と

して、単位違いによる金額の不一致を防ぐために、メーカー、卸間で単位を事前に

一致させておく事が望ましい。 
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３．酒類・加工食品業界におけるＧＴＩＮを活用したＥＤＩ運用ガイドライン 

企業がメーカー及び卸が行うべきマスタ整備などの準備作業を経て、実際に運用を始め

る場合、最後に検討するべき事が、日食協フォーマットへのデータ項目設定の詳細内容、

また各社言葉の定義の統一、意味づけ変更など実運用にあたり考慮するべき事項、及び受

領したコードが想定外であるなどレアケースではあるが現実的に発生しうる運用上の対応

である。 

こうした状況の中、本ガイドラインでは、酒類・加工食品業界標準化推進部会の先進企

業による実運用における先行事例のノウハウをもとに、データセットの取り決め、運用上

の留意点、実運用上のＱ＆Ａなどについて各企業がＧＴＩＮ－ＥＤＩを運用する段階に留意す

るべき内容を記している。 

(1) ＧＴＩＮでＥＤＩを行うべき場合のデータセット 

本節では、日食協フォーマットを使用したＧＴＩＮ情報のデータセットについて各項目

へのデータ内容を解説している。 

具体的には、例えば、商品コード欄には「６：ＧＴＩＮ」をセットする、あるいは入数

欄には、ＧＴＩＮコードが意味する単品入数をセットするなど、商品コード使用区分、商

品コード欄、入数欄、数量欄（ケース数、個数）、単位欄、単価欄などについて、コ

ード値の入力内容について記されている。 

(2) 運用上の留意点 

本節では、メーカーと卸それぞれが円滑な運用を開始するにあたり、事前に想定さ

れる言葉の定義問題、意味づけ変更の解釈、運用開始時期などについて解説している。 

① 言葉の定義 

バンド掛け・半裁品を「梱」、バンドを外した単箱または半裁品を分けた単箱を

「ケース」と定義する。 

② 意味づけ変更  

従来、ハンド掛け・半裁品について、単箱に印刷してあるＩＴＦシンボルは、バンド

掛け全体や半裁前の荷姿を表していたが、これはＧＴＩＮの運用ルールに反しており、

運用上、支障をきたすことが想定され、単箱には単箱の荷姿を現すＩＴＦシンボルが印

刷されている必要がある。 

このため、対応としては現在のＩＴＦシンボル自体を変更するという包材変更にくわ

え、従来より印刷されているＩＴＦシンボルは単箱の荷姿を意味すると解釈を変更する

ことも容認することとし、切り替えは、メーカーごとに一斉切り替えとする。 

(3) Ｑ＆Ａ 

本節では、販促商品終了によって通常商品を出荷する場合のＧＴＩＮコードのセット内

容、受領したコードがＩＴＦとケースＪＡＮのコードが一致していなかった場合の対応方

法、ギフト品における中身の商品のデータセット方法など、実際の運用時における運

用ルールなどについて解説している。 

 

Ⅴ．終わりに 

２００５年、国際標準に準拠する商品コード体系としてＧＴＩＮコードが規定されてから６年が

経過し、不一致型ＪＡＮコードの容認、アロケーションルールの整備、２０１０年３月を期限とし
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たＩＴＦ１４桁化の完了などを経て、日本でもＧＴＩＮコードを活用した製・配・販のデータ交換

が着実に広がりを見せている。 

これは、（財）流通システム開発センターをはじめとした各種団体の普及活動の成果である

とともに各各業界、各企業の標準化に向けた意識の高まりと捉えることができる。 

一方で、各業界のシステム整備の歴史的経緯や現状のシステム整備状況によって、ＧＴＩＮ

移行への受容性、難易度が異なり、各業界が必ずしも同じように足並みがそろっているとは

いい難い状況も存在している。 

２０１０年に日本ＧＣＩ推進協議会が行ったＧＴＩＮ－ＥＤＩに関する実用化アンケートでは、日雑

業界は、メーカー・卸とも「ＧＴＩＮ－ＥＤＩに全面対応」という回答が多く寄せられ、日雑業

界での関心度が非常に高い事が明らかになった。 

しかしながら、アンケート結果は、酒類・加工食品日雑業界における食品メーカー・食品

卸のへの関心度が低いことも同時に明らかにした。これは、既存の日食協標準フォーマット

がある程度充分な機能を果たしているため、日雑業界に比べてＧＴＩＮ－ＥＤＩへの全面対応に

踏み切れていない（対応しても短期的に得られる効果が薄いと考えられている）ことに起因

していると分析されるが、責任ある企業として業界全体の標準化の動きに対して賛同し、現

状の課題解決に向けて推進することが必要な時期に来ていること、また期待されている事を

各企業が認識することが望まれる。 

こうした現状を踏まえ、推進部会では、今回の３種ガイドラインをより効果的に活用でき

るように、今後も継続的に適宜ガイドラインの改定を行い、酒類・加工商品業界全体での本

格的な普及・推進活動を展開していく予定である。 

 

 

委員長に伊藤忠食品の竹腰副本部長を選出 
 

－流通システム標準普及協議会－ 

今年度の第１回運営委員会を６月１４日（火）１５時～１７時に中央区築地のＪＪＫ会館で開催しま

した。 

会議ではまず、運営委員長の選任を行い、（社）日本加工食品卸協会から派遣されている伊藤

忠食品㈱情報システム本部副本部長の竹腰雅一氏を満場一致で選出しました。（次頁の「業界

のキーマンに聞く」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第１回運営委員会 ６月１４日、東京・築地のＪＪＫ会館 



－17－ 

業界のキーマンに聞く 

第２回 加工食品卸業界 

流通ＢＭＳ普及の鍵は小売業のメリットを打ち出せるかにかかっている 
 

（社）日本加工食品卸協会 情報システム研究会座長 
伊藤忠食品株式会社 情報システム本部 副本部長 

 竹 腰 雅 一 氏 

 

－日本加工食品卸協会の最近の話題や、業界の動向を教えて

ください。 

竹腰 震災対応が最も関心が高いですが、ほかにＩＦＲＳ（国際

会計基準）や米トレーサビリティ法への対応が最近の話題で

す。 

今回の震災では、地震そのものよりも津波の被害が大きか

ったです。場所を移して立て直しが行われたりしたため、現

在ではほぼ復旧していますが、仙台空港近くの工業団地では

津波による被害が甚大で当社も影響を受けました。物流はも

とより通信の影響も出て、データが全く来なくなりました。

今は、ほとんどＥＤＩで情報のやり取りを行っていますので、

自社の在庫が把握できない、などということも起こりました。また、直後の発注量が膨大にな

り、欠品対応に非常に手間がかかりました。特にコンビニエンスストアでは「欠品しない」こ

とを前提に仕組みが作られています。１００％納品が原則ですから、平常時は発注データのみの

一方通行で出荷データは作成しません。そのため、今回の震災でコンビニエンスストア用に欠

品対応のプログラムを開発した企業もあります。欠品報告資料がストックフォームで何箱も出

たとか。また発注量に関係なく、１店舗あたり１ケースしか納品しない仕組みなども急遽作っ

て対応しました。 

ＩＦＲＳで当協会の会員が最も懸念を抱いているのは収益認識に関することです。当業界では、

ほぼ１００％出荷日を基準に売り上げ計上しており、これがＩＦＲＳでは着荷日が基準になります。

当協会が定めた「日食協フォーマット」には日付項目が複数ありますが、使い方が統一されて

おらず、当協会のＥＤＩワーキンググループで日付の運用について取りまとめることになってい

ます。 

米トレーサビリティ法は話題になっていますが、もともと当業界ではアルコール商品を扱っ

ている企業が多く、データ保存に関しては新たな仕組みをつくるなどの対応は必要ありません。

当業界は外箱に原産地表示をしていないメーカーからは別途商品情報と共に原産地情報を入手

し、消費者に情報提供できるような体制になっています。ただ、すべての米加工食品メーカー

が対応できているかはわかりませんので協会としてメーカーの対応状況を調査して、対応を促

しています。 
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－御協会の情報システム化の取り組みを教えてください。 

竹腰 日本加工食品卸協会では複数の会議体で情報システム化に取り組んでいます。 

情報システム研究会は情報交換の場で、参加企業は卸１１社に加えＪＩＩ（ジャパンインフォレッ

クス）さんと、オブザーバーとしてファイネットさんです。メンバーは情報志向型卸売業研５

／１４シリーズ業界のキーマンに聞く究会（卸研）や流通ＢＭＳ協議会、ＧＣＩジャパンなどに参

加し、それぞれの活動を基本的に月１回報告します。その他に年一回行う情報システム研修会

では外部から講師を招き、講演などを行います。最近ではクラウドや環境問題、ＢＣＭ（事業継

続マネジメント）を取り上げました。情報システム研修会には地方からの参加やメーカーさん

を含め毎回１５０名ほどが参加しています。 

ＥＤＩワーキンググループは前出の「日食協フォーマット」のメンテナンスを行っています。

昭和６２年に策定されたメーカー・卸間の受発注、出荷などの標準フォーマットで、受発注は非

常に普及していますが、まだ事前出荷通知に対応していないメーカーも多く、入荷の際、製造

日やロット番号を手入力しなければならないこともあります。事前出荷通知未対応メーカーの

商品でもバーコードに日付やロット番号が入っていれば、手入力がなくなりますので卸売業に

とっては業務の改善になります。 

 

－流通ＢＭＳ導入状況はいかがですか？ 

竹腰 当協会の情報システム研究会で流ＢＭＳを推進しています。実証の頃から参加している企

業も多く、各社積極的です。流通ＢＭＳ協議会においてもすべての部会に参加し、会員に情報を

提供するとともに、研修会を定期的に行い導入事例の紹介などを行っています。 

伊藤忠食品としては、小売業からの働きかけには対応しています。現在約２０社と接続してい

ます。社数は少ないですが、ほとんどが大手ですのでコンビニエンスを除くとデータ量では半

分ほどが流通ＢＭＳでデータ交換されており、効率化が図れました。通信時間が短くなり、時間

に余裕ができることは正確なピッキングにつながります。 

 

－流通ＢＭＳ協議会への要望はありますか？ 

竹腰 ２００７年にバージョン１.０が公開されてから今年で４年目になりますが、普及のスピード

が遅い、という印象です。流通ＢＭＳ協議会で、小売業のメリットをもっと明確にすることが普

及のスピードアップにつながると思います。トップダウンで導入が決まる企業は良いのですが、

ボトムアップで考えている企業に対してもっと強くアピールできるポイントが必要です。 

また、自社運営型の企業にとって証明書の更新が今後問題になりそうです。伊藤忠食品もま

だ接続先が２０社程度ですのでそれほど手間ではありませんが、今後接続先が増加することを考

慮するとタイミングを合わせるのが難しくなるでしょう。 

さらに、標準を乱すような使い方をしている企業があれば、流通ＢＭＳ協議会として指導して

ほしいです。項目を標準とは異なる意味で使っていたり、電話発注に対しても出荷データを要

求されたり、ということが起きているという話も耳にします。運営委員会や普及推進部会で利

用ルールの徹底を図る取り組みが必要かもしれません。 

（聞き手：坂本尚登、まとめ：島﨑綾子） 
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平成24年度 税制改正等に関する要望書   
 

－税務問題対応ワーキング・グループ－ 

第１ 事業者間取引における消費税の取り扱いについて 

 

総額表示の義務付けに伴う事業者間取引についての経過措置の継続適用及び税込価格へ

の変更を行う場合の端数処理の方式の統一化をお願いします。 

 

（理由） 

１．平成１６年４月１日施行の改正消費税法では、事業者間取引において経過措置として税抜

き価格を前提とした改正前の消費税法施行規則第２２条第１項の規定を当分の間みとめる

こととされております。そもそも総額表示の義務付けは、消費者に対する商品等取引価格

の表示をその対象とするものであることに加え、今後、消費税率改定や複数税率採用の可

能性を勘案した場合に、「税抜価格」を前提とした値付けについては、現行のコンピュー

タシステムでは税率を変えるだけで対応できるが、総額表示での「税込価格」を前提とし

た値付けには膨大な事務量を要する事になります。こうした事から事業者間取引は、本体

価格と消費税額を区分表示することを原則とした上記消費税法施行第２２条第１項（端数処

理）の継続適用をお願いします。 

２．消費税の転嫁は、事業者間で有利不利があってはならず、公正取引確保の観点からも、

総額表示の義務付けに伴い税込み価格の設定を行う場合の消費税の１円未満の端数処理方

法は四捨五入に統一するようお願いします。 

 

第２ 流通業務総合化及び効率化の促進に関する法律の特例措置について 

 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（物流総合効率化法）に関して、加工

食品卸売業者の物流拠点施設につきましても物流業者と同様に法人税・固定資産税の特例

措置が受けられますようお願いします。 

 

（理由） 

１．加工食品卸売業者が効率的物流と環境負荷の小さい物流体系の実現を目指して自前で業

務施設を設ける場合、営業倉庫業者が物流総合効率化法の認定事業として得られる税制特

例【①所得税・法人税の割増償却５年間１０％②固定資産税・都市計画税課税標準の特例５

年間１／２（倉庫）３／４（倉庫付属設備）、５／６（港湾上屋）】が得られず、甚だ不公平

な実情にあり早期に是正をお願いします。 

１．加工食品の安定供給の確保と価格の安定を図る為には、物流体制の整備は不可欠であり、

政策課題に合致した物流施設の整備は、物流事業者のみが担っているものではなく、食品

流通を担う製・配・販３層と物流業者が必要に応じて開発投資しているものと認識され、

こうした実情に即した法律の整備が必要である。 

以上 
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第30回 異業種交流委員会開催 

近畿支部「第６回実務研修会」を共催 

 

 

－１０月５日－ 

第３０回の異業種交流委員会が、平成２３年１０月５日（水）午後３時より今回の当番幹事団体

である全国医療品卸商連合会の会員企業である森川産業（株）の会議室で開催された。 

最初に幹事団体を代表して全国医療品卸商連合会会長の岡本正敏氏が開会の挨拶を行い、そ

の後東京医療用品卸商協同組合の小川 實氏の司会進行で議事に入った。 

各異業種卸団体から提出された主要な議題しては、①「東日本大震災における危機管理につ

いて」全国化粧品日用品卸連合会 ②「平成２２年度第５回取引実態調査の結果報告」「米の放

射性物質調査の仕組みについて」全国米穀販売事業共済共同組合 ③「セールス研修会報告」

「平成２１年度大衆薬卸部門経営効率調査について」（社）日本医薬品卸業連合会 ④「小売業の

展示会開催についての対応について」東京医療用品卸商協同組合 ⑤「今後の異業種交流委員

会の運営について」（社）日本加工食品卸協会であった。 

今後の異業交流委員会の運営については、従来経済産業省の流通政策は小売業の水平展開に

関連するものが多く、小売団体と定期的に情報交換会を開催してきたが、今後は、サプライチ

ェーンの垂直系の政策にも注力していくので消費財卸団体と広く情報交流を持ちたいとの経済

産業省の意向を受けて、異業種交流委員会をその情報交流の場にしてはどうか提言であった。 

またその事務局として一般社団法人日本卸売協会にお願いするもの。消費財卸売業団体と流

通行政の担当課が情報を共有化することは、それぞれの業界にとっても多大なメリットがある

ものと考え弊協会から提言したものであるが、それぞれ機関決定が必要になるとの事で、次回

開催までに各団体ともに結論を持ち寄り異業種交流委員会としての結論を出すことになった。 

次回は平成２４年２月２日（木）全国米穀販売事業共済協同組合の当番幹事で開催予定。 

 

 

 

 

 

－８月１９日－ 

 日本加工食品卸協会近畿支部は、８月１９日

（金）大阪市都島区の太閤園で大阪府食品卸同

業会と共催で「第６回実務研修会」を開催した。

会には正会員・賛助会員合わせて１５０社１５１人

が参加した。 

今回の研修会は、岡田敏明システムユニ代表

取締役を講師に招き「なぜ、今ドラッガーなの

か」をテーマに講演会を行った。 

冒頭、大阪府食品卸同業会会長の佐藤 進氏

支部活動 
 

実務研修会 会場 
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（伊藤忠食品（株））は「この実務研修会は、一昨年は全国卸の営業サポート体制について研修

し、昨年は小売業界から講師を招いて小売サイドの話を聞いた。今回で６回目を迎えた。今回

は「ドラッガー」を取り上げたが、「なぜ、今ドラッガーなのか考えてみたい。ドラッガーの

マネージメントについては、多分に経営に関わるスタンスが強いが、今日は営業マンの立場に

立った話を中心にしていただく。皆さんもドラッガーの書物で、心に残った「言葉」があるか

と思うが、私は「真摯」という言葉だ。真摯な姿勢・態度が日々の活動を支えると思う。今日

の研修会で得たことを明日からの営業活動に役立てて下さい。」と挨拶した。 

岡田氏は、映像を交えながら、ドラッガーの思想について触れ、参加者の日々の営業活動の

マネージメントの実践、失敗経験から生み出される対応力について語った。 

 

 

東海支部「第７回商品研修会」開催 
 

－９月１５日－ 

平成２３年９月１５日（木）に、（社）日本加工食品卸協会東海支部は、「第７回商品研修会」を

中部食料品問屋連盟と共催で開催した。 

商品研修会は、製造業の原料から製品化に至るまでの過程と開発に対する姿勢、社会貢献に

ついての取り組みなどを勉強することによって、自らの取扱商品に自信を持って販売していく

ため、商品知識の習得を目的に毎年開催している。 

今年度は、会員企業１３社４３名が参加して、午前７時２０分に名古屋駅太閤口へ集合した一同

は、㈱日本アクセス中部支社・中島正博商品部長を団長に内堀醸造アルプス工場ならびにマル

コメ本社工場を企業訪問した。 

内堀醸造アルプス工場では、杉江毅アルプス工場工場長より、基本理念の「酢造りは酒造り

から」を基にした酢にするための酒造り（酢もろみ造り）から始まる一貫した生産体制と製造

工程の説明を受けた後に工場を見学。マルコメ㈱本社工場では、一條範好常務取締役生産本部

本部長の挨拶に続いて藤澤廣取締役営業部長兼国際事業部部長より、味噌という伝統食品を全

自動の仕込みラインを始めとしたハイテク化された生産体制ならびに「液みそ」等の新しい価

値観を創造する商品の最新鋭生産工場について説明を受けた後に研究所および工場を見学。参

加者からは「どちらも醸造という製造方法でありながらも『味噌』と『酢』という全く異なる

製品となる工程が理解できて有意義な研修

会だった」などの感想が多く寄せられた。 

 

マルコメ本社工場 

研修会 会場 
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食料産業局の設置に当たって 
－農林水産省 食料産業局－ 

謹啓 

初秋の候、皆様方におかれましては、ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

９月１日に、農林水産省に食料産業局が設置されました。 

新しい局の設置に当たって御挨拶を申し上げます。 

 

先ず、この度の東日本大震災により被災された皆様方に対しまして、慎んでお見舞いを申し

上げます。また、食料支援への御協力に対し改めて感謝いたしますとともに、食料産業局の総

力を挙げて被災地の復旧・復興に取り組んでいく決意であることを申し上げます。 

この度設置された食料産業局は、「食」や「食を生み出す農山漁村の自然や環境」に関連す

る事業を幅広く所管し、産業としての育成を図るための組織です。 

当然のことながら、従来、総合食料局が担当してきた食品産業分野が食料産業局が担当する

分野の重要な一翼を占めることは言うまでもなく、成長力と信頼性の高い食品産業を目指して

積極的に取り組んでまいります。 

また、農山漁村には、食料としての農林水産物はもとより、土地、水、風、熱、生物資源、

歴史・文化等の豊富な資源が存在します。しかしながら、これらを十分に生かした政策運営が

行われてきたとは言い難く、また、各分野を結合したところから生まれる「イノベーション」

を起こすことへの取組が不十分であったと言わざるを得ません。このため、それらを活用した

新しい産業を創出・育成し、農山漁村に雇用と所得を生み出すとともに、生産者と消費者の粋

を強めることも新しい局の重要な課題と考えております。すなわち、６次産業化、輸出、再生

可能エネルギー、バイオマス、知的財産、異分野連携、観光、物流、医療等といった、既存の

枠組みを超えた分野でのチャレンジの推進が、この新しい組織の任務です。 

新しく発足した食料産業局には、当面、食と農林漁業の再生実現会議が８月２日に取りまと

めた中間提言のうち、いくつかの重要な部分を実行に移すことが求められています。それは、

中間提言によって明らかにされた農林漁業再生のための七つの戦略のうち、「６次産業化・成

長産業化・流通効率化」（戦略２）及び「エネルギー生産への農山漁村の資源活用」（戦略３）

です。具体的には、６次産業化の推進、事業者の資本力増強のためのファンド、日本食品への

信頼を回復し輸出を再拡大するための輸出戦略の見直し、食の安全確保、地理的表示の保護、

分散型エネルギーシステムの実現に貢献する再生可能エネルギーの導入促進などの対応が求め

られています。 

これらの課題や今後生じるであろう諸課題にしっかりと取り組むことを通じて、食料産業局

に課せられた大きな責務を果たし、我が国の農林水産業や農山漁村の持つ大切な価値を未来に

継承していくことで国民の皆様の期待に応えてまいりたいと考えております。また、業務の推

進に当たっては、食品安全を第一義の課題とするとともに、「イノベーション」や「革新」の

思想をもって、また、国民視線に立って努力していきたいと考えております。 

関連省庁・団体からのお知らせ 
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皆様方におかれましては、これまで以上に御支援・御協力・御指導を賜りますようお願い申

し上げ、新局設置に当たっての御挨拶とさせていただきます。 

 

平成２３年９月吉日 

 

農林水産省食料産業局長 針原 寿朗（はりはら ひさお） 

審議官 櫻庭 英悦（さくらば えいえつ） 

総務課長 大内 秀彦（おおうち ひでひこ） 

再生可能エネルギーグループ長 信夫 隆生（しのぶ たかお） 

企画課長 國井  聡（くにい さとし） 

食品企業行動室長 神井 弘之（かみい ひろゆき） 

商品取引グループ長 得田 啓史（とくだ けいしい） 

新事業創出課長 遠藤 順也（えんどう じゅんや） 

種苗審査室長 植木  隆（うえき たかし） 

産業連携課長 新井ゆたか（あらい ゆたか） 

輸出促進グループ長 小島 吉量（こじま よしかず） 

バイオマス循環資源課長 野津山喜晴（のづやま よしはる） 

バイオマス事業推進室長 山田 耕士（やまだ こうじ） 

食品産業環境対策室長 佐竹 健次（さたけ けんじ） 

食品小売サービス課長 池渕 雅和（いけふち まさかず） 

外食産業室長 山口  靖（やまぐち やすし） 

食品製造卸売課長 植村 悌明（うえむら ともあき） 

卸売市場室長 長井 俊彦（ながい としひこ） 

 

〒１００－８９５０ 

東京都千代田区霞ヶ関１丁目２番１号 代表：（０３）３５０２－８１１１ 

農林水産省 食料産業局 

総務課  （０３）３５０２－７５６８ 

再生可能エネルギーグループ （０３）６７４４－１５０７ 

企画課 （０３）３５０２－５７４２ 

食品企業行動室 （０３）６７４４－２３９７ 

商品取引グループ （０３）３５０２－２１２６ 

新事業創出課 （０３）６７３８－６１６９ 

種苗審査室 （０３）６７３８－６４４８ 

産業連携課 （０３）６７３８－６４７３ 

輸出促進グループ （０３）３５０２－３４０８ 

バイオマス循環資源課 （０３）６７３８－６４７７ 

バイオマス事業推進室 （０３）６７３８－６４７９ 

食品産業環境対策室 （０３）６７４４－２０６７ 

食品小売サービス課 （０３）３５０２－５７４４ 

外食産業室 （０３）３５０２－８２６７ 

食品製造卸売課 （０３）３５０２－８２３７ 

卸売市場室 （０３）３５０２－８２３７ 
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電気事業法第27条に基づく電気の 

使用制限の緩和等について 
 

－農林水産省総合食料局長－ 
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東日本大震災により運用が緩和されていた 

｢JAS法｣､｢食品衛生法｣の緩和措置が変更 
－消費者庁・農林水産省－ 

ＪＡＳ法の運用に係る通知の取扱いについて 

 

❶の通知については、平成２３年７月３１日をもって廃止する。  

ただし、震災地域内で販売される以下に該当する食品であって、同年１０月３１日まで製造又は

輸入されるものについては、取締りの対象としないようお願いする。  

① 当該食品の一括表示欄の記載順違いなど消費者の誤認を招かない軽微な違いであって、  

② 食品に近接したＰＯＰや掲示により、本来表示すべき内容を商品選択の際に消費者が知る

ことができるようにしているもの。 

 

ＪＡＳ法の運用について 

農林水産省３／１４  

３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により未曾有の被害が生じ、被災地への食料の

円滑な供給が最重要課題となっている。 

ＪＡＳ法においては、 

① 無償供与など販売以外の授与が行われる飲食料品について、表示義務の対象としてい

ないところであるが、 

② 震災地域で販売される飲食料品についても、震災地域への食料の円滑な供給を最優先

するため、当分の間、取締りの対象としないこととするので、震災地域への食料の円

滑な供給方よろしくお願いする。 

 

❷及び❸の通知については、平成２３年８月１５日をもって廃止する。ただし、やむを得ず、同年

８月１５日時点で既に表示がなされた容器包装を用いて、同年１０月３１日までに製造又は輸入さ

れるものについては、この限りではないこととするようお願いする。 

 

加工食品に伴うに係るＪＡＳ法の運用について 

消費者庁・農林水産省３／２９  

震災地域にも相当量を供給している加工食品であって、今般の地震によりやむを得ない理

由で当該製品の原材料を緊急に変更せざるを得ないものについて、震災地域への供給増等

により震災地域以外で販売する際の包材の変更が一時的に追いつかない場合があり得る。  

この場合において、 

① 当該製品の一括表示欄の原材料の記載順違いなど消費者の誤認を招かない軽微な違い

であって、 

② 製品に近接したＰＯＰや掲示により、本来表示すべき内容を商品選択の際に消費者が知

ることができるようにしているものについては、当分の間、農林物資の規格化及び品

質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１７５号）の取締りの対象としないこと

❶ 

❷ 
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とするので、震災地域への食料の円滑な供給方よろしくお願いする。 

 

 

ＪＡＳ法に基づく品質表示基準の経過措置の運用について 

消費者庁・農林水産省３／２４  

表示基準の改正の経過措置については、平成２３年３月３１日をもって、その移行期間が終了

するところであるが、３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により未曾有の被害が生

じていることを踏まえ、当該改正に関しては、改正前の旧規定による表示があったとして

も、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととするので、その旨ご了知願いた

い。 

２３年３月３１日に経過措置が終了する品質表示基準 

乾めん類・即席めん・ベーコン類・ハム類・プレスハム・混合プレスハム・ソーセージ・

混合ソーセージ・魚肉ハム及び魚肉ソーセージ・しょうゆ・特殊包装かまぼこ類・風味か

まぼこ 

 

❹の通知については、平成２３年８月１５日をもって廃止する。ただし、同年８月１５日時点で既

に契約がなされており、かつ、同年１０月３１日までに製造又は輸入されるものについては、この

限りではないこととするようお願いする。  

 

容器入り飲料水に係るＪＡＳ法の運用について 

消費者庁・農林水産省３／２５  

東北地方太平洋沖地震に伴い、容器入り飲料水（ミネラルウォーター類）の需要の増加が

想定されることを踏まえ、 

① 消費者の誤認を招くような表示をしておらず、 

② 表示責任者（製造業者、輸入業者等の名称・住所）、原産国（輸入品の場合）等を、

製品に近接したＰＯＰや掲示により商品選択の際に消費者が知ることができるように

しているものについては、当分の間、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す

る法律（昭和２５年法律第１７５号）の取締りの対象としないこととする。 

 

 

食品衛生法の運用に係る通知の取扱いについて  

 

❶及び❷の通知については、平成２３年７月３１日をもって廃止する。ただし、震災地域内で販売

される以下に該当する食品であって、同年１０月３１日まで製造又は輸入されるものについては、

取締りの対象としない。  

① 例示すべき調味料の名称の違いなど、消費者の誤認を招かず、かつ、公衆衛生の見地から

問題が生じない軽微な違いであって、 

② 製品に近接したＰＯＰや掲示により、本来表示すべき内容を消費者が知ることができるよう

にしているもの。  

 

❸ 

❹ 
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食品衛生法に基づく表示基準の運用について 

消費者庁３／１６.１８  

３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により未曾有の被害が生じ、被災地への食料の

円滑な供給が最重要課題となっていることから、食品の販売・授与の態様や現場の衛生状

態等を総合的に勘案し、公衆衛生が十分に確保されると判断される場合には、震災地域で

販売・授与される食品については、必ずしも義務表示事項のすべてが表示されていなくと

も、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととするので、適切な対応方よろし

くお願いする。 

 

❸（なお書きを除く。）の通知及び❹の通知については、平成２３年８月１５日をもって廃止する。

ただし、やむを得ず、同年８月１５日時点で既に表示がなされた容器包装を用いて、同年１０月３１

日までに製造又は輸入されるものについては、この限りではない。  

❸の通知のなお書きについては、同年８月１５日をもって廃止する。ただし、同年８月１５日まで

に届出されたものであって、同年１０月３１日までに製造されるものについては、この限りではない。 

 

食品衛生法に基づく表示基準の運用について（追加） 

消費者庁３／２９  

震災地域にも相当量を供給している食品であって、今般の地震によりやむを得ない理由

で当該製品の原材料を緊急に変更せざるを得ないものについて、震災地域の供給増等によ

り震災地域以外で販売・授与する際の包材の変更が一時的に追いつかない場合があり得る。 

この場合において、当該製品の調味料の配合割合を変更した際などに、  

① 例示すべき調味料の名称の違いなど、消費者の誤認を招かず、かつ、公衆衛生の見地

から問題が生じない軽微な違いであって、  

② 製品に近接した POP や掲示により、本来表示すべき内容を消費者が知ることができ

るようにしているものについては、義務表示事項が表示されていなくとも、当分の間、

食品衛生法の取締りを行わなくても差し支えないこととするので、適切な対応方よろ

しくお願いする。 

なお、上記のほか、委託先の製造者や製造所を変更する場合にあっては、別添届出様

式を用いて消費者庁食品表示課へ届け出ることにより、表示された製造所の所在地及

び製造者の氏名と実際の製造所の所在地及び製造者の氏名が異なることとなっても差

し支えないこととするので、御了知願いたい。 

 

 

  食品衛生法に基づく表示基準(新たに添加物として取り扱う加工デンプン)の経過措置について 

消費者庁３／２４  

食品衛生法に基づく表示基準の改正の経過措置については、平成２３年３月３１日をもって、

その移行期間が終了するところであるが、３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震によ

り未曾有の被害が生じていることを踏まえ、当該改正に関しては、改正前の旧規定による

表示があったとしても、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととする。 

❶❷ 

❸ 

❹ 
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❺の通知については、平成２３年８月１５日をもって廃止する。ただし、同年８月１５日までに届

出がされたものであって、同年１０月３１日までに製造されるものについては、この限りではない。  

 

製造所固有記号の表示の運用について 

消費者庁３／２４  

製造所固有記号の取扱いの特例として、当面の間、下記の通り取り扱うこととしたので、

ご承知願いたい。記 １.工場（製造所）の変更に伴う特例 ２.新たな記号の届出の特例 

 

❻の通知については、平成２３年８月１５日をもって廃止する。ただし、・輸入品にあっては、同

年８月１５日時点で既に輸入契約がなされており、かつ、同年１０月３１日までに輸入されるもの 

・国産品にあっては、同年８月１５日までに製造契約がなされた上で、製造所に関する情報を届

出があったものであって、同年１０月３１日までに製造されるものについては、この限りではない。 

 

容器入り飲料水に係る食品衛生法に基づく表示基準の運用について  

消費者庁３／２５ 

東北地方太平洋沖地震に伴い、容器入り飲料水（ミネラルウォーター類）について、 

① 消費者の誤認を招くような表示をしておらず、  

② 殺菌又は除菌を行わないものにあってはその旨等を、製品に近接したＰＯＰや掲示によ

り消費者が知ることができるようにしているものについては、義務表示事項が表示さ

れていなくとも、当分の間、食品衛生法の取締りを行わなくても差し支えないことと

するので、適切な対応方よろしくお願いする。  

なお、国内において製造される商品については、別添届出様式を用いて製造者に関す

る情報を消費者庁食品表示課へ届け出させるとともに、当該情報を商品に表示させる

こととされたい。  

また、掲示等には、消費者への適切な情報提供の観点から、硬水・軟水の別（日本ミ

ネラルウォーター協会ホームページ参照）を併せて表示することが望ましい旨、併せ

て周知されたい。 

 

東日本大震災を受けた食品表示の運用通知の取扱い(概要) 

 

 

❺ 

❻ 
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平成２３年８月 食品表示に関する制度について 
－消費者庁 食品表示課－ 
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下請取引適正化推進月間の実施について 
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食品衛生法第19条第１項の規定に基づく表示の基準に関する

内閣府令の一部を改正する内閣府令について 
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○食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令 新旧対照表（案） 

（傍線の部分は改正部分） 

改  正  案 現     行 

第１条 食品衛生法（以下「法」という。）第１９条第

１項の規定により、表示を行うべき食品又は添加

物は、他の法令に定めるもののほか、次の各号

に掲げるものとする。 

１～１１ （略） 

１１の２ 牛の食肉（内臓を除く。）であって、生食

用のもの（容器包装に入れられたものを除

く。） 

１２～１４（略） 

２ 前項（第１１号の２を除く。）に定める食品又は添

加物であって販売の用に供するものは、次に掲

げる事項を容器包装（容器包装が小売のために

包装されている場合は、当該包装。第５条から

第８条まで、第１６条及び第１９条において同

じ。）を開かないでも容易に見ることができるよう

に当該容器包装又は包装の見やすい場所に記

載しなければならない。 

１～１９ 〈略） 

１９の２ 牛の食肉（内臓を除く。）であって生食用

のものにあっては、次のイからホに掲げる事項 

イ 生食用である旨 

ロ とさつ又は解体が行われたと畜場の所在地

の都道府県名（輸入品にあっては、原産国

名）及びと畜場である旨を冠した当該と畜場

の名称 

ハ 法第１１条第１項の規定に基づく生食用食

肉の加工基準に適合する方法で加工が行わ

れた施設（以下このハにおいて「加工施設」と

いう。）の所在地の都道府県名（輸入品にあっ

ては、原産国名）及び加工施設である旨を冠

した当該加工施設の名称 

ニ 一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあ

る旨 

ホ 子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力

の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨 

２０～４４ （略） 

 

第１条 食品衛生法（以下「法」という。）第１９条第

１項の規定により、表示を行うべき食品又は添加

物は、他の法令に定めるもののほか、次の各号

に掲げるものとする。 

１～１１ （略） 

 

 

 

１２～１４ （略） 

２ 前項に定める食品又は添加物であって販売の

用に供するものは、次に掲げる事項を容器包装

（容器包装が小売のために包装されている場合

は、当該包装。第５条から第８条まで、第１６条及

び第１９条において同じ。）を開かないでも容易

に見ることができるように当該容器包装又は包

装の見やすい場所に記載しなければならない。 

１～１９ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０～４４ （略） 
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３ 第１項第１１号の２に掲げる食品にあっては、次

の各号に掲げる事項を店舗の見やすい箇所に

表示しなければならない。 

１）一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある

旨 

２）子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力

の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨 

４ 前２項に掲げる事項の記載は、邦文をもって、

当該食品又は添加物を一般に購入し、又は使

用する者が読みやすく、理解しやすいような用

語により正確に行わなければならない。 

５～７ （略） 

第２条～第１９条 〈略） 

別表第１～第６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前項に掲げる事項の記載は、邦文をもって、当

該食品又は添加物を一般に購入し、又は使用

する者が読みやすく、理解しやすいような用語

により正確に行わなければならない。 

４～６ （略） 

第２条～第１９条 （略） 

別表第１～第６（略） 
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 東日本太平洋における生産水域名の表示方法について 
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食品リサイクル～先進的取り組み事例のご紹介～ 
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